
■令和２年度 働き方改革助成金の申請方法 判定チャート
スタートから順に貴社の状況を選択していくと、貴社の申請に必要な事項と申請書類の区分を判定できます。

TOKYO働き方
改革宣言企業
である

スタートスタート

承認制度以外
の制度を新たに
追加で整備した
い

宣言企業の承認を
受けるにあたり、
働き方改革宣言奨
励金」を利用した

奨励金の制度整
備事業を実施し、
承認された制度が
ある

承認制度以外
の制度を新たに
追加で整備した
い

支給申請日時点
で常時雇用する
労働者数は300
人以下である

いいえ

奨励金での取組が「宣言事業のみ」で、

制度整備事業を実施していない場合もこ

ちらに該当します

追加で整備したい制度について、奨励
金の制度整備事業と同様の要件で新
たに制度を整備をしてください

★申請書類区分【Ｂ】⇒Ｐ.21～23

奨励金の制度整備事業と同様の
要件で新たに制度を整備をしてくだ
さい
★申請書類区分【Ｂ】⇒Ｐ.21～23

奨励金で承認となった制度から助成金
に申請する制度を選択してください
（最大５制度まで）

★申請書類区分【Ａ】⇒Ｐ.20

中小企業等に該当しないた
め、助成金の申請はできません

当助成金は「TOKYO働き方改革宣言企業」

が対象であるため、「働き方改革宣言企業」の

承認を受けてください詳しくは、TOKYOライフ・

ワーク・バランス推進窓口にお問い合わせください

判 定

いいえ

はい

はい

はい

はい

ただし、奨励金の制度整備事業

で不承認となった制度は、取組

済のため、改正等の再整備をし

た場合でも新たな整備とはなら

ず、助成金の対象にはなりません

いいえ

いいえ

いいえ

はい

ただし、奨励金の制度整備事業で

不承認となった制度は、取組済の

ため新たな整備とはならず、助成

金の対象にはなりません

★申請期限は宣言企業の承認決定日から3か月以内です。

ただし、支給申請日時点で常時雇用する労働者が300人を超えている場合は申請できません。


